
福利厚生課厚生事業担当　 03-5320-6821☎問合せ先

　公立学校共済組合東京支部では、組合員とその被扶養者の皆さ
まのさまざまなこころの悩みを臨床心理士等に相談できる「ここ
ろの相談」を実施しています。対面相談、オンライン相談をお選
びいただけます。
　予約受付は令和７年４月１日（火）から開始します。
　引き続き、 相談に関するプライバシーに配慮しながら「こころの
相談」を実施してまいりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

※やむを得ずキャンセルされる場合は、前日の18時までにご連絡ください。18時以降のご連絡は当日キャンセルの扱いになります。
※当日キャンセルはキャンセル料が発生し、その費用は公立学校共済組合東京支部で負担しています。応対するスタッフも準備をしております
ので、できる限り避けていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

令和７年度「こころの相談」利用方法および相談室設置場所のお知らせ

令和7年度「こころの相談」についてお知らせします

予約制相談
無料

組合員及び被扶養者対象者

予約先・予約方法

臨床心理士、公認心理師　等応　対

●予約方法は、東京支部ホームページ(https://www.kouritu.or.jp/tokyo/)でご確認ください。　
公益社団法人 東京都教職員互助会東京都教職員総合健康センター

 

 

●対面相談（東京都23区内、 多摩地区内）
※各相談室の所在地はご予約時にご案内します。
●オンライン相談

開設日時 月曜日～金曜日　9:00 ～ 20:00
※年末年始、祝日は除く。　　場　所

障害年金のご案内

障害厚生年金は、在職中でも支給されます
　障害厚生年金は、在職中に初診日のある病気やけがにより、一定の障害状態（障害等級１～３級）と
認定された場合に受け取ることができる年金です。認定されると、在職中であっても障害厚生年金が支
給されます。

　日常生活や労働において制限を受ける状態に至ったもので、障害程度により１級から３級に区分されま
す。おおむね次のような障害程度を指します。

❶初診日（※１）において一般組合員（厚生年金被保険者）であること
❷障害認定日（※２）または障害認定日後65歳に達する日の前日まで（※3）の間に障害等級１級から３級までの状態
　であること
❸国民年金法における保険料の納付要件を満たしていること
※１「初診日」 …  障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 
※２「障害認定日」 …初診日から起算して１年６月を経過した日または１年６月経過前に症状が固定した日 
※３「事後重症制度」…障害認定日では障害等級に該当せず、その後症状が悪化し障害等級に該当する場合に請求できる制度　

受給要件 次の❶、❷、❸すべてを満たすことが必要です。

障害厚生年金の請求をするときは… 以下のポイントを確認いたしますので、内容を整理した上お問い合わせください。

身体障害者手帳等の等級とは異なります。一定の障害程度とは？

●　障害等級1級または２級に認定された場合は、障害厚生年金のほか日本年金機構から「障害基礎年金」も支給されます。
●　初診日が平成27年10月以前にある場合の経過的職域加算額（共済年金）は、在職中は支給停止となります。
●　障害年金は給料との併給調整はありません。ただし、傷病手当金を受給している方が障害年金を受給する場合、障害年金額を
限度として、傷病手当金が調整されます。

●　障害年金受給者が老齢年金受給開始年齢（原則65歳）に達した際は、受給する年金を選択していただきます。

その他

ポイント1　初診日　 
　障害等級の認定は、初診日から1年６月後（＝障害認定日）時点の症状で判断されるため、初診の
年月日が重要になります。医療機関等で正確な初診年月日を確認してください。
※ 初診日とは、その傷病について初めて医師の診療を受けた日です。傷病名が確定した日ではありません。

ポイント2　医療機関等の受診経過
　障害等級の認定は、所定の診断書による書面審査です。診断書は、障害認定日時点および現在（請
求時点）のものが必要です。転院している場合も含め、初診日から現在まで、いつ、どこの医療機関
を受診したかを確認してください。

ポイント3　障害の状態
　障害認定日と現在（請求時点）の症状が、障害等級1～ 3級に該当する可能性があるか、主治医と
よくご相談ください。

給付貸付課年金担当 03-5320-6828☎問合せ先

重要！
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かがやきメイト利用ガイド
（令和7年度）

かがやきメイト専用ホームページ
https://bs.benefit-one.inc/contents/kagayakimate/

かがやきメイト
LINEでも
情報配信中

「かがやきメイト利用ガイド(令和７年度)」は令和７年４月下旬に各所属所(任意継続組合員の方はご自宅)宛て発送予定です。
共済事務ご担当者様は、東京支部組合員へ配布くださるよう、ご協力よろしくお願いします。

▶ 閲覧にはログインID
とパスワードが必要で
す(ホームページ上で
ご案内しています。)。

皆さんのご利用を
お待ちして
います！

※画像はイメージです

かがやきメイト通信

　かがやきメイトは、東京支部が提供する福利厚生サービスの名称です。
　かがやきメイト会員の皆さまに向け、健康づくり、ライフ・ワーク・バランスに役立つメニューをご用意し
ております。
※令和７年度のかがやきメイト事業の受託事業者は引続き株式会社ベネフィット・ワンとなります。
※かがやきメイト会員は、東京支部の組合員（任意継続組合員を含む。）とその被扶養者の方々が対象です。

福利厚生課厚生事業担当 ☎03-5320-6821制度に関する問合せ先

株式会社ベネフィット・ワン ☎0800-100-0157申込み方法等に関する
問合せ先(受託事業者)

かがやきメイトって何？

かがやきメイトの情報はここで！

54vol.

障害等級（注）
1級 人の介助を受けなければほとんど自分の用を済ませることができない程度

2級 日常生活に著しい制限を受ける程度

3級 労働に著しい制限を受ける程度
（注）障害程度は国民年金法及び厚生年金保険法に基づくもので、当共済組合の審査医が障害程度の認定を行います。

資格取得
▼

初診日
▼

1年6月

障害認定日
▼

事後重症認定日
▼

65歳
▼

（認定日の翌月分から）障害厚生年金支給

一定の障害程度に該当

 

●
令
和
7
年
度
「
こ
こ
ろ
の
相
談
」
利
用
方
法
お
よ
び
相
談
室
設
置
場
所
の
お
知
ら
せ 

　●
か
が
や
き
メ
イ
ト
通
信

福利厚生課厚生事業担当　 03-5320-6821☎問合せ先

　公立学校共済組合東京支部では、組合員とその被扶養者の皆さ
まのさまざまなこころの悩みを臨床心理士等に相談できる「ここ
ろの相談」を実施しています。対面相談、オンライン相談をお選
びいただけます。
　予約受付は令和７年４月１日（火）から開始します。
　引き続き、 相談に関するプライバシーに配慮しながら「こころの
相談」を実施してまいりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

※やむを得ずキャンセルされる場合は、前日の18時までにご連絡ください。18時以降のご連絡は当日キャンセルの扱いになります。
※当日キャンセルはキャンセル料が発生し、その費用は公立学校共済組合東京支部で負担しています。応対するスタッフも準備をしております
ので、できる限り避けていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

令和７年度「こころの相談」利用方法および相談室設置場所のお知らせ

令和7年度「こころの相談」についてお知らせします

予約制相談
無料

組合員及び被扶養者対象者

予約先・予約方法

臨床心理士、公認心理師　等応　対

●予約方法は、東京支部ホームページ(https://www.kouritu.or.jp/tokyo/)でご確認ください。　
公益社団法人 東京都教職員互助会東京都教職員総合健康センター

 

 

●対面相談（東京都23区内、 多摩地区内）
※各相談室の所在地はご予約時にご案内します。
●オンライン相談

開設日時 月曜日～金曜日　9:00 ～ 20:00
※年末年始、祝日は除く。　　場　所

障害年金のご案内

障害厚生年金は、在職中でも支給されます
　障害厚生年金は、在職中に初診日のある病気やけがにより、一定の障害状態（障害等級１～３級）と
認定された場合に受け取ることができる年金です。認定されると、在職中であっても障害厚生年金が支
給されます。

　日常生活や労働において制限を受ける状態に至ったもので、障害程度により１級から３級に区分されま
す。おおむね次のような障害程度を指します。

❶初診日（※１）において一般組合員（厚生年金被保険者）であること
❷障害認定日（※２）または障害認定日後65歳に達する日の前日まで（※3）の間に障害等級１級から３級までの状態
　であること
❸国民年金法における保険料の納付要件を満たしていること
※１「初診日」 …  障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 
※２「障害認定日」 …初診日から起算して１年６月を経過した日または１年６月経過前に症状が固定した日 
※３「事後重症制度」…障害認定日では障害等級に該当せず、その後症状が悪化し障害等級に該当する場合に請求できる制度　

受給要件 次の❶、❷、❸すべてを満たすことが必要です。

障害厚生年金の請求をするときは… 以下のポイントを確認いたしますので、内容を整理した上お問い合わせください。

身体障害者手帳等の等級とは異なります。一定の障害程度とは？

●　障害等級1級または２級に認定された場合は、障害厚生年金のほか日本年金機構から「障害基礎年金」も支給されます。
●　初診日が平成27年10月以前にある場合の経過的職域加算額（共済年金）は、在職中は支給停止となります。
●　障害年金は給料との併給調整はありません。ただし、傷病手当金を受給している方が障害年金を受給する場合、障害年金額を
限度として、傷病手当金が調整されます。

●　障害年金受給者が老齢年金受給開始年齢（原則65歳）に達した際は、受給する年金を選択していただきます。

その他

ポイント1　初診日　 
　障害等級の認定は、初診日から1年６月後（＝障害認定日）時点の症状で判断されるため、初診の
年月日が重要になります。医療機関等で正確な初診年月日を確認してください。
※ 初診日とは、その傷病について初めて医師の診療を受けた日です。傷病名が確定した日ではありません。

ポイント2　医療機関等の受診経過
　障害等級の認定は、所定の診断書による書面審査です。診断書は、障害認定日時点および現在（請
求時点）のものが必要です。転院している場合も含め、初診日から現在まで、いつ、どこの医療機関
を受診したかを確認してください。

ポイント3　障害の状態
　障害認定日と現在（請求時点）の症状が、障害等級1～ 3級に該当する可能性があるか、主治医と
よくご相談ください。

給付貸付課年金担当 03-5320-6828☎問合せ先

重要！

合
組
済
共

せ
ら
知
お
の
ら
か

合
組
済
共

せ
ら
知
お
の
ら
か

 

●
障
害
年
金
の
ご
案
内

 

かがやきメイト利用ガイド
（令和7年度）

かがやきメイト専用ホームページ
https://bs.benefit-one.inc/contents/kagayakimate/

かがやきメイト
LINEでも
情報配信中

「かがやきメイト利用ガイド(令和７年度)」は令和７年４月下旬に各所属所(任意継続組合員の方はご自宅)宛て発送予定です。
共済事務ご担当者様は、東京支部組合員へ配布くださるよう、ご協力よろしくお願いします。

▶ 閲覧にはログインID
とパスワードが必要で
す(ホームページ上で
ご案内しています。)。

皆さんのご利用を
お待ちして
います！

※画像はイメージです

かがやきメイト通信

　かがやきメイトは、東京支部が提供する福利厚生サービスの名称です。
　かがやきメイト会員の皆さまに向け、健康づくり、ライフ・ワーク・バランスに役立つメニューをご用意し
ております。
※令和７年度のかがやきメイト事業の受託事業者は引続き株式会社ベネフィット・ワンとなります。
※かがやきメイト会員は、東京支部の組合員（任意継続組合員を含む。）とその被扶養者の方々が対象です。

福利厚生課厚生事業担当 ☎03-5320-6821制度に関する問合せ先

株式会社ベネフィット・ワン ☎0800-100-0157申込み方法等に関する
問合せ先(受託事業者)

かがやきメイトって何？

かがやきメイトの情報はここで！

54vol.

障害等級（注）
1級 人の介助を受けなければほとんど自分の用を済ませることができない程度

2級 日常生活に著しい制限を受ける程度

3級 労働に著しい制限を受ける程度
（注）障害程度は国民年金法及び厚生年金保険法に基づくもので、当共済組合の審査医が障害程度の認定を行います。

資格取得
▼

初診日
▼

1年6月

障害認定日
▼

事後重症認定日
▼

65歳
▼

（認定日の翌月分から）障害厚生年金支給

一定の障害程度に該当

 

●
令
和
7
年
度
「
こ
こ
ろ
の
相
談
」
利
用
方
法
お
よ
び
相
談
室
設
置
場
所
の
お
知
ら
せ 

　●
か
が
や
き
メ
イ
ト
通
信

27




